
 

 

  
 
 

 

里親制度普及啓発講演会の開催について 

 

 

里親制度及び養子縁組制度の普及啓発並びに里親委託の推進を図るため、島根県では里親

制度について講演会を開催することとしました。 

  

■背景・目的 

 背景 

平成 28 年の児童福祉法改正により、国及び地方公共団体の責務として、まずは児童が家庭におい

て健やかに養育されるよう保護者を支援すること、次に家庭における養育が適当でない場合には、児

童が家庭における養育環境と同様の養育環境において、継続的に養育されるように必要な措置をとる

ことが明確にされました。 

※「家庭における養育環境と同様の養育環境」とは、養子縁組、里親及びファミリーホームを指し

ます。 

目的 

児童が心身ともに健やかに養育されるよう、より家庭に近い環境での養育の推進を図るため、里親

制度についての理解を深め、里親希望者を増やすことを目的として開催します。 

 

■開催内容 

 ○日時 

  令和 4年 10月 10日（月・祝） １３：００～１６：３０ 

 ○場所 

  いわみーる４０１・４０２研修室（浜田市野原町１８２６－１） 

 ○対象 

  県民一般、行政・福祉・保育・教育・医療などの関係者 

 ○概要 

  〈一部 講演会〉 

   講演：「里親が担う未来～地域で支える子どもたち」 

   講師：岩朝 しのぶ氏（特定非営利活動法人 日本こども支援協会 代表理事） 

島根県 健康福祉部青少年家庭課  

担当者名 島田 

TEL    0852-22-6190              

Email  seisyou@pref.shimane.lg.jp 

 

プレスリリース 令和４年８月２５日（木） 

 



  〈二部 ひろげよう、つながろう里親制度〉 

（１） 里親制度の概要説明 

 

（２） パネルディスカッション 

 

     

    ※定員１００名、参加費無料、要事前申込み 

     申込・問い合わせ先：一般社団法人 島根社会福祉士会 

 

 

 

 

 

 【県 HP】 

（島根創生を進めるための新規・拡充施策（令和 4 年度版）） 

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/keikaku/shimanesousei/index.data/shinkikakujuuR4.pdf 

（島根創生計画） 

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/keikaku/shimanesousei/index.data/souseikeikaku_illustrated.pdf 

島根創生計画 

V健やかな暮らしを支える 

２地域共生社会の実現 

（４）子育て福祉の充実 

         （P.63） 


